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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期

第２四半期連結
累計期間

第18期
第２四半期連結
累計期間

第17期
第２四半期連結
会計期間

第18期
第２四半期連結
会計期間

第17期

会計期間

自  平成20年
６月１日

至  平成20年
11月30日

自  平成21年
６月１日

至  平成21年
11月30日

自  平成20年
９月１日

至  平成20年
11月30日

自  平成21年
９月１日

至  平成21年
11月30日

自  平成20年
６月１日

至  平成21年
５月31日

売上高                （千円）563,219 197,737 197,415 102,011 702,894

経常損失(△)          （千円）△161,885△277,291△143,842△100,480△652,563

四半期（当期）純損失(△)

　　　　　　　　　　　（千円）
△102,952△297,296△93,505△122,066△1,028,200

純資産額              （千円）－ － 1,917,486696,872 992,253

総資産額              （千円）－ － 3,585,9702,101,1432,573,856

１株当たり純資産額   　 （円） － － 31,912.9011,490.3316,514.17

１株当たり四半期（当期）

純損失金額(△)　　　　　（円）
△1,695.84△4,947.93△1,543.65△2,031.57△17,023.75

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額      （円）
－ －            － －        　 － 

自己資本比率            （％） － － 53.5 32.9 38.6

営業活動による

キャッシュ・フロー    （千円）
△131,191△79,466 － － △315,213

投資活動による

キャッシュ・フロー    （千円）
△427,909△175,500 － － △459,809

財務活動による

キャッシュ・フロー    （千円）
△237,501△185,233 － － △245,832

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高  （千円）
－ － 1,092,423419,137 871,004

従業員数                （人）－ － 64 37 37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四

半期(当期)純損失を計上しているため、記載しておりません。　
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年11月30日現在

  従業員数（人） 37 (4)

（注）  従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。）は、当

第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成21年11月30日現在

  従業員数（人） 31 (4)

（注）  従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。）は、当

第２四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

EDINET提出書類

株式会社インターアクション(E02336)

四半期報告書

 3/34



　

EDINET提出書類

株式会社インターアクション(E02336)

四半期報告書

 4/34



第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

従来、セグメントを「電子部品検査装置事業」と「セキュリティ関連事業」に区分し、このうちの「電子部品検査

装置事業」については製品ごとに「光源装置」「画像検査装置」「テスター装置」と区分しておりましたが、当第18

期よりこのうちの「テスター装置」の名称を「光エコ」に変更いたしました。

　この変更は、取扱製品の類似性等を勘案し、新規事業の拡大と事業構造の改革を踏まえ、業績実態を明確に反映する

ためのものであります。

　

　

　 (1）生産実績

 当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

金額(千円) 前年同四半期比（％）

電子部品検査装置事業

光源装置 91,326 75.2

画像検査装置 7,040 12.3

光エコ 3,644 44.1

小計 102,011 54.6

セキュリティ関連事業 - -

 合計 102,011 44.2

 （注）１．本表の金額は、販売金額によっております。

 　　　２．金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　３．生産実績には外注仕入実績を含んでおります。

(2）受注実績

 当第２四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

受注高 受注残高

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

電子部品検査装置事業

光源装置 67,660 74.8 141,883 96.1

画像検査装置 11,280 16.8 26,598 73.3

光エコ 3,155 29.7 - -

小計 82,096 48.8 168,482 89.7

セキュリティ関連事業 - - - -

 合計 82,096 48.6 168,482 71.6

　（注）金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

 当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

金額(千円) 前年同四半期比（％）

電子部品検査装置事業

光源装置 91,326 102.8

画像検査装置 7,040 12.3

光エコ 3,644 44.1

小計 102,011 66.1

セキュリティ関連事業 - -

 合計 102,011 51.7

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の

総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

相手先

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年９月１日
  至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
  至 平成21年11月30日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ソニーセミコンダクタ九州株式会社 33,997 17.2 - -

STMicroelectronics SAS - - 29,961 29.4

パナソニック株式会社

(旧 松下電器産業株式会社）　
- - 20,718 20.3

緑屋電気株式会社 - - 14,223 13.9

TESNA Inc. - - 10,255 10.1

　（注）販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満のものについては「-」表記にしております。

　

２【事業等のリスク】

　継続企業の前提に関する重要事象等につきましては、引き続き事象が存在しておりますので、その内容につき記載い

たします。 

　

（継続企業の前提に関する重要事象等）

　当社グループは、前々連結会計年度において営業損失159百万円、前連結会計年度において営業損失603百万円、当第

２四半期連結累計期間において営業損失257百万円を計上しており、継続的な損失の発生により、継続企業の前提に関

する重要事象等が存在しております。

　この状況が継続すると、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるおそれがあります。　

　そこで当社グループは「４．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)継続企業の前提に関す

る重要事象等を改善するための対応策等」に記載の対応策を講じ、当該事象の解消と改善に向けて努めております。

  

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

  当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復に伴う輸出の増加、及びエコカー減税やエ

コポイント制度などの政策による個人消費の持ち直しはあるものの、公共投資は頭打ちとなり、設備投資は落ち

込みが続いております。当社グループの主要取引先である半導体メーカーも、稼働率は回復しつつあるものの、本

格的な設備投資計画の再開には至っておりません。

　このような状況の中、当社グループでは、最小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ需要の取り込みを図る活

動を継続いたしました。

  当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導体

メーカーの稼働率改善を受けメンテナンスサービスは堅調に推移し、生産設備の増強に伴う光源装置本体への受

注状況は、年初で底を打ち改善傾向にはありますものの、未だ昨年来の大幅な落ち込みを回復する水準には至り

ませんでした。

  太陽光発電関連製品への取り組みにつきましては、2009年11月に、連結子会社である株式会社ＢＩＪを通して、

「インリーソーラー」（※）製品を採用した住宅用太陽光発電システムの国内代理店への供給を開始いたしま

した。また、同じく11月には、2008年に世界最大の太陽光発電モジュール生産国となった中国の国内市場におい

て、太陽光発電モジュール用ラミネーターの導入実績が累計60％以上のトップシェアを有するOrient社と販売代

理店契約を締結し、同社製太陽光発電モジュール用ラミネーターの販売を開始いたしました。しかしながら、これ

らの取り組みによる売上高への貢献は、当第２四半期連結会計期間においては未だ少額に留まり、概ね第３四半

期以降に持ち越される結果となりました。

  当第18期より、滞留たな卸資産の評価をより厳格にした結果として、たな卸資産評価損21百万円を売上原価に

計上いたしました。また、販売費及び一般管理費は、前第４四半期連結会計期間からの削減策実施の結果として

109百万円となっており、前年同期の162百万円からは大きく減少しております。さらに、貸与機械設備の貸与期間

の終了に伴い除却を行ったことにより、固定資産除却損21百万円を特別損失に計上しております。

　以上のような状況から、当第２四半期連結会計期間の連結経営成績は、売上高102百万円（前年同期197百万円に

対し48.3％の減少）、営業損失90百万円（前年同期営業損失98百万円）、経常損失100百万円（前年同期経常損失

143百万円）、四半期純損失122百万円（前年同期四半期純損失93百万円）となりました。

　

※「インリーソーラー」は、インリーグリーンエナジーホールディングの販売する太陽光発電モジュールの商標

名です。

　

  事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。　

(電子部品検査装置事業)　

当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導

体メーカーの稼働率改善を受けメンテナンスサービスは堅調に推移しましたが、生産設備の増強に伴う光源

装置本体への受注状況は、年初で底を打ち改善傾向にはありますものの、未だ昨年来の大幅な落ち込みを回復

する水準には至りませんでした。

太陽光発電関連製品への取り組みにつきましては、関連企業との提携を含め販売体制の構築を進めており

ますが、当第２四半期連結会計期間においては売上高への貢献は未だ少額に留まり、概ね第３四半期以降に持

ち越される結果となりました。

このような状況のなか、当セグメントの外部顧客に対する売上高は102百万円となりました。

　

 (セキュリティ関連事業)　

従来、セキュリティ関連事業に割り当てていた経営資源を、主として太陽光発電関連製品への取り組みに振

り向けていることもあり、当セグメントの外部顧客に対する売上高はありませんでした。　
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(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ472百万円減少し、2,101百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べ503百万円減少し、1,345百万円となりました。これは主に現金及び預金

の減少等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、755百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ177百万円減少し、1,404百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ115百万円減少し、789百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ

62百万円減少し、614百万円となりました。これらは、社債の償還、長期借入金の返済によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ295百万円減少し、696百万円となりました。

これは主に当第２四半期連結累計期間の四半期純損失297百万円の計上によるものであります。 

(3）キャッシュ・フローの状況　

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、当第１四半期連結会計期間末に比べ187　

百万円減少し、419百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)　

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは16百万円の収入（前年同期85百万

円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失121百万円はあったものの、売上債権の減少額50

百万円、たな卸資産評価損21百万円、有形固定資産除却損21百万円、減価償却費15百万円があったこと等によるも

のです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)　

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは180百万円の支出（前年同期411百

万円の支出）となりました。これは主に貸付けによる支出100百万円、定期預金の預入による支出107百万円が

あったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 　

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは15百万円の支出（前年同期131百万

円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入100百万円があったものの、長期借入金の返済による

支出115百万円があったこと等によるものです。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課　

題はありません。

(5）研究開発活動　　　　

当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発活動の金額は６百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6）継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策等　

当社グループは、継続的な損失の発生により、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。

この状況を解消するため、前第４四半期において、大幅な固定費削減を行い、需要回復期においては高収益の獲

得が可能な組織体制を構築いたしました。当期においても最小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、需要の

取り込みを図る活動を継続し、早急な収益構造の改善に努めております。

また、既存事業及び新規事業による売上を着実に獲得する一方で、速やかな資金調達を可能とし、当社グループ

の財務キャッシュ・フローの改善を図れるよう、資本政策の見直しを行っております。

従いまして、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

　　　　　　　　　　普通株式 254,000

計 254,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成21年11月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年１月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 63,841 63,841
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 63,841 63,841 ― ―

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成22年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権）

① 株主総会の特別決議（平成17年８月24日）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 97

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 97

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり219,000

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日～

平成22年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　219,000

資本組入額　109,500

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的たる株式の数について

のみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い又は株式交換を行い完全親会社となる場合、当社

は必要となる株式数の調整を行う。

２．新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われた場合には、次の算式により発行価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い又は株式交換を行い完全親会社となる場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は

適切に調節されるものとする。

３．権利行使の条件として以下の(1）から(3）までの条件を設けております。

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社も

しくは当社の子会社・関連会社の取締役・監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役又は監査役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退

職した場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

(3) その他の権利行使の条件は、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
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（会社法に基づき発行した第５回新株予約権）

② 取締役会決議（平成21年10月21日）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 2,081

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）

41,620

但し、（注）１の(2）及び(3）により割当株式数が調整

される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数

は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

新株予約権の行使時の払込金額（円）
１株当たり24,030

但し、行使価額は（注）２の定めにより調整される。

新株予約権の行使期間
平成21年11月６日～

平成23年11月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

　　発行価格　　24,145.95

 資本組入額　12,073

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の行使指示

割当先であるマイルストーン社は、本新株予約権の行

使期間内にいつでも自己の判断で本新株予約権の行使

を行うことができますが、同社と締結した「割当契約」

により、次の場合には当社から割当先に本新株予約権の

行使を行わせることができます。

・マザーズ市場における５連続取引日の終値単純平均

が行使価額の130％を超過した場合、当社は、当該日の

出来高の15％を上限に、割当先に本新株予約権の行使

を行わせることができます。　　

・マザーズ市場における５連続取引日の終値単純平均

が行使価額の150％を超過した場合、当社は、当該日の

出来高の20％を上限に、割当先に本新株予約権の行使

を行わせることができます。

上記行使指示を受けた割当先は、10 取引日以内に

当該行使指示に係る本新株予約権を行使します。

②　新株予約権の取得

当社は、本新株予約権の割当日から２ヶ月を経過した

日以降いつでも、20取引日前までの事前通知により、残

存する本新株予約権の全部又は一部を、１個につき１個

当たりの払込価額と同額で、取得することができます。　

（注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
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　　　（会社法に基づき発行した第６回新株予約権）

③ 取締役会決議（平成21年10月21日）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 375

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）

7,500

但し、（注）１の(2）及び(3）により割当株式数が調整

される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数

は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

新株予約権の行使時の払込金額（円）
１株当たり26,700

但し、行使価額は（注）２の定めにより調整される。

新株予約権の行使期間
平成21年11月６日～

平成24年11月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　26,920

資本組入額　13,460

新株予約権の行使の条件

・　割当日より行使を請求する日までの各四半期決算におい

て営業利益が黒字に転じて初めて本新株予約権を行使で

きます。

・　割当日から本新株予約権の終期に至るまでの間に、マ

ザーズ市場における当社普通株式の普通取引終値が１月

間（当日を含む直近の20取引日)連続して行使価額の

200％を上回った場合、新株予約権者は当該日の翌取引日

より起算して20取引日以内に残存するすべての本新株予

約権を行使しなければなりません。　

（注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

　（注）１．割当株式数の調整

(1）当社が下記２に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。　

但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整　

後行使価額は、下記２に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

(2）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記２の(2）及び(5）による行使価額の調整に関し、

各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(3）割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に

対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他

必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用

開始日以降速やかにこれを行う。
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２．行使価額の調整

(1）当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2）に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもっ

て行使価額を調整する。　　　　　

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
既発行
株式数

＋
割当株式数×1株当たり払込金額

１株当たりの時価
既発行株式数＋割当株式数

　

(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。

① 下記(4）②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する

当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の

交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

　　調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

その効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

　 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 下記(4）の②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は(4）②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

　 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使

されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割

当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記(4）②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整す

る場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使

用する。

(4）① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものと　　

する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所マザーズ市場（以下「マザーズ市

場」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の

計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日

における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した

数とする。

(5）上記(2）の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価

額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす　る

とき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な

事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行

う。

３．本新株予約権証券

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。　　

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、

新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転

（以下「組織再編成行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設

立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は次の条件

に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1）新たに交付される新株予約権の数

　　新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。　　　

調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

(2）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

　再編当事会社の同種の株式

(3）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。

(4）新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。

(5）新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

　る増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株

予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

　本新株予約権の発行要項に準じて、組織再編成行為に際して決定する。

(6）新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

　新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

　

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成21年11月20日 ― 63,841△1,002,711100,000 ― 1,033,711

　（注）平成21年８月26日開催の第17期定時株主総会決議による資本金の減少であります。　

　

　

（５）【大株主の状況】

 平成21年11月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

木地　英雄 神奈川県三浦郡葉山町 14,203 22.24

栗村　昌昭 東京都世田谷区 2,629 4.11

日本証券金融株式会社

取締役社長　増渕　稔　
東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 637 0.99

木地　伸雄 神奈川県三浦郡葉山町 526 0.82

蓮見　正純 東京都世田谷区 500 0.78

株式会社横浜銀行

（常任代理人　資産管理サー

ビス信託銀行株式会社）

（東京都中央区晴海１丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィ

スタワーＺ棟）

500 0.78

安本　彰雄 静岡県静岡市葵区 476 0.74

木地　貴雄 神奈川県三浦郡葉山町 465 0.72

木地　照子　 神奈川県三浦郡葉山町　 401 0.62

木地　千恵子　 神奈川県三浦郡葉山町　 400 0.62

計 ― 20,737 32.48

 　（注）１．上記のほか、自己株式が3,756株あります。

　　　　 ２．木地英雄氏（当社代表取締役社長）の所有株式のうち3,000株について、平成21年10月９日に木地英雄氏

とマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との間で、平成23年11月22日を期限とする株

式貸借取引に関する契約書が締結されております。同契約は、平成22年１月７日の当社による第５回新

株予約権の取得に伴い終了する予定であります。なお、平成21年11月30日現在において、マイルストー

ン・キャピタル・マネジメント株式会社が貸株により所有している株数は、2,947株であります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】　　　　　

 平成21年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　3,756　　　 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　60,085　　 60,085 ―

端株式 ― ― ―

発行済株式総数 63,841 ― ―

総株主の議決権 ― 60,085 ―

　（注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が２株（議決権２個）含

まれております。

②【自己株式等】

 平成21年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社イン

ターアクション

 

神奈川県横浜市

金沢区福浦一丁

目１番地

3,756 ― 3,756 5.88

計 ― 3,756 ― 3,756 5.88

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
６月

 
７月

 
８月

 
９月

 
10月

 
11月

最高（円） 43,20038,75038,00036,50030,00026,250

最低（円） 32,60023,60026,90027,40024,40018,700

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から

平成21年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、公認会計士　中本優司及び公認会計士　丸亀哲也による四半期レビューを受け、また、当第

２四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年

６月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人双研社による四半期レビュー

を受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 884,876

※2
 1,229,756

受取手形及び売掛金 97,432 111,158

有価証券 － 24,088

商品及び製品 30,386 48,265

仕掛品 131,414 159,551

原材料及び貯蔵品 181,986 246,439

その他 64,197 73,597

貸倒引当金 △44,843 △43,686

流動資産合計 1,345,451 1,849,170

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 302,122

※1
 311,118

その他（純額） ※1
 219,226

※1
 257,065

有形固定資産合計 521,348 568,183

無形固定資産

その他 27,503 34,766

無形固定資産合計 27,503 34,766

投資その他の資産

投資有価証券 248,180 255,996

その他 199,228 108,165

貸倒引当金 △240,569 △242,426

投資その他の資産合計 206,839 121,735

固定資産合計 755,692 724,685

資産合計 2,101,143 2,573,856

負債の部

流動負債

買掛金 11,562 8,404

1年内償還予定の社債 380,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 331,308 445,226

未払法人税等 1,058 3,366

製品保証引当金 12,234 7,337

その他 53,130 60,065

流動負債合計 789,293 904,399

固定負債

社債 130,000 170,000

長期借入金 470,491 501,399

退職給付引当金 6,177 5,804

その他 8,309 －

固定負債合計 614,977 677,203

負債合計 1,404,271 1,581,602
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 1,102,711

資本剰余金 1,667,151 1,033,711

利益剰余金 △618,532 △690,509

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 699,819 997,116

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,210 △4,469

為替換算調整勘定 △4,212 △393

評価・換算差額等合計 △9,423 △4,862

新株予約権 6,475 －

純資産合計 696,872 992,253

負債純資産合計 2,101,143 2,573,856
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 563,219 197,737

売上原価 348,608 ※1
 227,157

売上総利益又は売上総損失（△） 214,610 △29,419

販売費及び一般管理費 ※2
 333,446

※2
 227,842

営業損失（△） △118,836 △257,261

営業外収益

受取利息 2,978 602

受取配当金 0 122

固定資産賃貸料 6,858 439

雇用調整助成金 － 7,055

その他 2,936 1,307

営業外収益合計 12,773 9,527

営業外費用

支払利息 13,574 11,356

為替差損 32,632 7,860

新株予約権発行諸費用 － 6,173

その他 9,616 4,166

営業外費用合計 55,822 29,556

経常損失（△） △161,885 △277,291

特別利益

製品保証引当金戻入額 10,518 2,782

製造権譲渡益 30,437 －

その他 － 18

特別利益合計 40,955 2,800

特別損失

固定資産除却損 2,721 21,274

たな卸資産評価損 8,832 －

投資有価証券売却損 1,048 469

投資有価証券評価損 4,685 －

特別損失合計 17,287 21,744

税金等調整前四半期純損失（△） △138,217 △296,234

法人税、住民税及び事業税 2,253 1,061

法人税等調整額 △37,518 －

法人税等合計 △35,265 1,061

四半期純損失（△） △102,952 △297,296
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 197,415 102,011

売上原価 133,464 ※1
 83,546

売上総利益 63,950 18,465

販売費及び一般管理費 ※2
 162,844

※2
 109,314

営業損失（△） △98,893 △90,849

営業外収益

受取利息 756 396

受取配当金 － 121

固定資産賃貸料 3,385 255

雇用調整助成金 － 7,055

その他 2,497 742

営業外収益合計 6,638 8,571

営業外費用

支払利息 6,572 5,406

為替差損 41,125 4,981

新株予約権発行諸費用 － 6,173

その他 3,889 1,641

営業外費用合計 51,588 18,201

経常損失（△） △143,842 △100,480

特別利益

製品保証引当金戻入額 4,775 20

特別利益合計 4,775 20

特別損失

固定資産除却損 56 21,124

投資有価証券売却損 1,048 －

投資有価証券評価損 4,685 －

特別損失合計 5,789 21,124

税金等調整前四半期純損失（△） △144,857 △121,583

法人税、住民税及び事業税 1,126 482

法人税等調整額 △52,478 －

法人税等合計 △51,352 482

四半期純損失（△） △93,505 △122,066
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △138,217 △296,234

減価償却費 54,126 31,439

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,440 △700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40 373

受取利息及び受取配当金 △2,979 △725

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,540 4,897

支払利息及び保証料 14,291 12,429

為替差損益（△は益） 30,575 8,387

有形固定資産除却損 2,721 21,274

たな卸資産評価損 12,857 117,585

売上債権の増減額（△は増加） 38,963 16,379

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,805 △7,116

仕入債務の増減額（△は減少） △53,552 3,157

その他 △133,066 15,693

小計 △117,614 △73,161

利息及び配当金の受取額 2,136 10,754

利息及び保証料の支払額 △16,249 △14,498

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 534 △2,560

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,191 △79,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △301,248 △108,376

定期預金の払戻による収入 30,089 1,389

有形固定資産の取得による支出 △4,419 △580

無形固定資産の取得による支出 △10,403 △118

投資有価証券の取得による支出 △114,343 △1,120

投資有価証券の売却による収入 1,057 7,665

敷金の差入による支出 △13,367 －

敷金の回収による収入 8,826 1,758

貸付けによる支出 △24,000 △100,000

その他 △100 23,882

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,909 △175,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △13,800 －

長期借入れによる収入 50,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △219,221 △294,826

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

新株予約権の発行による収入 － 302

自己株式の取得による支出 △13,548 －

配当金の支払額 △557 △710

その他 △374 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,501 △185,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 579 △11,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △796,022 △451,866

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,446 871,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,092,423

※1
 419,137
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　　該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日　
　　至　平成21年11月30日）

（四半期連結貸借対照表）

１ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府　　　

令第50号)が適用となることに伴い、前第２四半期連結会計期間において、「製品」として掲記されていたものは、　

当第２四半期連結会計期間から「商品及び製品」に、「原材料」及び流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「貯蔵品」は、「原材料及び貯蔵品」にそれぞれ一括して掲記しております。　　

　　なお、当第２四半期連結会計期間に含まれる「製品」は 30,386千円、「原材料」は 180,738千円、「貯蔵品」は　

　  1,248千円であります。

　

２　前第２四半期連結会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」

は、当第２四半期連結会計期間において、資産総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　　 なお、前第２四半期連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資有価証券」は 250,024千円

　　 であります。

　

３　前第２四半期連結会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「１年内償還予定の社債」　

は、当第２四半期連結会計期間において、負債及び純資産総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　　 なお、前第２四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「１年内償還予定の社債」は 80,000千円

　　 であります。　　

　

　

　　　

【簡便な会計処理】

　  　(固定資産の減価償却費の算定方法)

　　　 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

　　 よっております。　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、403,308千円であ

ります。

 

※２　担保資産

　　　担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営に

おいて重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるものは、次

のとおりであります。

　

　　　　　定期預金　　　110,000千円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、425,117千円であ

ります。

 

※２　担保資産

　

　

　

　

　

　　　　　定期預金　　　30,000千円

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

　　　　　　　――――――――――――

　

　

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　売上原価には、たな卸資産評価損117,585千円が含ま

れております。

　

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 31,570千円

給料及び手当 79,523千円

貸倒引当金繰入額 16,440千円

製品保証引当金繰入額 5,212千円

販売手数料 14,281千円

研究開発費 18,691千円

役員報酬 24,242　千円

給料及び手当 43,550　千円

貸倒引当金繰入額 1,401　千円

製品保証引当金繰入額 8,582　千円

販売手数料 3,984　千円

研究開発費 7,308　千円

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　　　　　　　――――――――――――

　

　

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　売上原価には、たな卸資産評価損21,115千円が含まれ

ております。

　

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 15,600千円

給料及び手当 31,963千円

貸倒引当金繰入額 16,440千円

製品保証引当金繰入額 1,234千円

販売手数料 1,360千円

研究開発費 13,451千円

役員報酬 11,466　千円

給料及び手当 21,718　千円

貸倒引当金繰入額 1,401　千円

製品保証引当金繰入額 1,539　千円

販売手数料 1,436　千円

研究開発費 6,118　千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年11月30日現在） （平成21年11月30日現在）

　

　現金及び預金勘定

（千円）

1,419,957

　預入期間が３ヶ月を

  超える定期預金
△327,533

　現金及び現金同等物 1,092,423

　

　

　現金及び預金勘定

（千円）

884,876

　預入期間が３ヶ月を

  超える定期預金
△465,738

　現金及び現金同等物 419,137

　

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　

平成21年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　63,841株

 

２．自己株式の種類及び株式数　

　　普通株式　　3,756株

 

３．新株予約権等に関する事項　

(1)第三者割当としての第５回新株予約権

　 新株予約権の目的となる株式の種類　　　　普通株式

　 新株予約権の目的となる株式の数　　　　　41,620株

　 新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　4,825千円　

(2)第三者割当としての第６回新株予約権

　 新株予約権の目的となる株式の種類　　　　普通株式

　 新株予約権の目的となる株式の数　　　　　7,500株

　 新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　1,650千円　

 

４．配当に関する事項　

　該当事項はありません。

 

５．株主資本金額の著しい変動　

            当社は、平成21年8月26日開催の第17期定時株主総会決議に基づき、当第２四半期連結会計期間において、  　

　　　　　　　　

　　　　　資本金の額を減少するとともに、剰余金の処分として、資本金の額の減少により生じたその他資本剰余金の

　　　　　一部を繰越利益剰余金に振替えました。

　　　　　　この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が1,002,711千円減少し、100,000千円となって

　　　　　おります。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

 
電子部品
検査装置事業
（千円）

セキュリティ
関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
　（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 154,255 43,160 197,415 － 197,415

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 154,255 43,160 197,415 － 197,415

営業利益（又は営業損失△） △13,670 7,688 △5,981 (92,912)△98,893

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

 
電子部品
検査装置事業
（千円）

セキュリティ
関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
　（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 515,625 47,593 563,219 － 563,219

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,400 972 3,372 (3,372) －

計 518,025 48,566 566,591 (3,372) 563,219

営業利益（又は営業損失△） 105,174△20,213 84,961(203,797)△118,836

　（注）１． 事業区分の方法

　　　　　 　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２． 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品 

 電子部品検査装置事業  光源装置、画像検査装置、テスター装置

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品

  　　　３．会計処理の方法の変更   

　　　　　 （棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（１）に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、電子

部品検査装置事業で4,024千円減少しております。　

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平

成21年６月１日　至　平成21年11月30日）

　電子部品検査装置事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。　　　　　　　　　　　　　

　　　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日　至　平成21年11月30日 ）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報　

の記載を省略しております。　
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

 アジア 北米 欧州  計 　

Ⅰ　海外売上高（千円） 13,066 1,230 17,210 31,507　

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 197,415　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
6.6 0.7 8.7 16.0 　

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

 アジア 北米 欧州  計

Ⅰ　海外売上高（千円） 11,776 － 29,961 41,737

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 102,011

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
11.5 － 29.4 40.9

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

 アジア 北米 欧州  計

Ⅰ　海外売上高（千円） 79,809 1,277 29,159 110,246

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 563,219

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
14.2 0.2 5.2 19.6

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30日）

 アジア 北米 欧州  計

Ⅰ　海外売上高（千円） 14,398 86 29,961 44,446

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 197,737

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
7.3 0.0 15.2 22.5

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　  (1) アジア・・・・・台湾、韓国、シンガポール、中国

　　(2) 北米・・・・・・アメリカ

　　(3) 欧州・・・・・・フランス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

　

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動は認められませんので、記載を

省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。　

 

（ストック・オプション等関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　　　　　自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名　　　現金及び預金　　6,475千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年５月31日）

１株当たり純資産額 11,490.33円 １株当たり純資産額 16,514.17円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △1,695.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額(△) △4,947.93円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失(△)(千円) △102,952 △297,296

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △102,952 △297,296

期中平均株式数（株） 60,709 60,085

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △1,543.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額(△) △2,031.57円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失(△)(千円) △93,505 △122,066

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △93,505 △122,066

期中平均株式数（株） 60,574 60,085
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（重要な後発事象）

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　　１. 資本準備金減少の効力発生日

　 当社は、平成21年８月26日開催の第17期定時株主総会決議に基づき、当第２四半期連結会計期間において、資

本準備金を減少する予定でしたが、手続上の不備により、効力発生日は平成22年１月19日（予定）となり、当第

３四半期連結会計期間において減少することとなりました。

　

    ２. 新株予約権の取得

  当社は、平成21年12月４日開催の取締役会において新株予約権の取得について決議し、次のとおり平成22年

１月７日（取得日）に取得いたしました。

  （1）新株予約権の名称：株式会社インターアクション 第５回新株予約権

　（2）取得した新株予約権の数(株数)：取得日に残存した未行使の新株予約権の全部の個数2,079個（41,580

株）

  （3）取得価額：新株予約権１個当たり2,319円

  （4）取得価額総額：4,821,201円

　　

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成20年５月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、前連結会計年度末と比べて、著しい変動が認められ

ませんので、記載をしておりません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年１月９日

株式会社インターアクション

取締役会　御中

 中本公認会計士事務所  

   公認会計士 中　 本　 優　 司　　印

 丸亀公認会計士事務所  

   公認会計士 丸　 亀　 哲　 也　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社インターアク

ションの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から

平成20年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インターアクション及び連結子会社の平成20年11月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第1四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

 

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　期報告書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年１月８日

株式会社インターアクション

取締役会　御中

　

　　　　　　　　　　　監査法人　 双　研　社  

　 　 　

   
代表社員

業務執行社員　
　 公認会計士　吉澤　秀雄　印

　

   
代表社員

業務執行社員　
　 公認会計士　山本　英俊　印

　　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社インター

アクションの平成21年６月1日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年９月１日

から平成21年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手

続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インターアクション及び連結子会社の平成21年11月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四  半期

報告書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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